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杉並区 区民生活部地域課

コミュニティふらっと本天沼の運営に関する地域懇談会
（第２回）

ラウンジの活用方法 説明資料



Administrator
楕円



（１）コミュニティふらっと本天沼 ラウンジ案

１

パントリー
パントリー



（２）既存のコミュニティふらっとの取組・工夫
①利用目的による使い分け

○「ラウンジ１」(左)：会話、ゲーム、休憩、食事など

〇「ラウンジ２」(右)：読書、勉強、パソコン作業など （東原）

２ラウンジ１ ラウンジ２



①利用目的による使い分け

○「休憩所」としてのラウンジ(左)

〇「学習コーナー」としてのラウンジ(右)
(阿佐谷)

３



②時間帯による使い分け

４

○毎日午後４時～９時の時間帯については、ラウンジの一部の席を中・
高校生の優先席（ティーンズシート）としている。

（永福）

○読み聞かせタイム
午後３時～５時の比較的利用者の少ない時間帯を活用して、地域の家

庭文庫との協働で、幼児・児童に向けた読み聞かせを実施
（成田）



③利用者等の作品展示

○写真や絵画・手芸創作などの活動団体の作品を展示（成田）

○障害者団体の作成した大型の作品を展示（東原）

５成田 東原



③利用者等の作品展示

〇お祭り等の行事に合わせて、近隣施設（保育園等）や地域の方の
作品を展示 （永福）

○「ふれあいウォール（仮称）」の設置
（利用者は自由にメッセージ等を記入できる） （馬橋）

６永福 馬橋



④利用案内の配布

○利用案内を近隣の小学校・図書館・児童館等に設置し、近隣周知
（阿佐谷）

７



⑤その他

８

○利用団体のメンバー募集や地域情報を掲載した掲示板を設置（永福）

○金融機関から譲り受けた月遅れの雑誌を設置（成田）

〇机の場所は固定にせず、利用者が場所を移動することも認めている
（成田）

○七夕やクリスマスなど季節に合わせた飾りつけを実施（東原）


